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～はじめに～
補助対象事業の実施、補助金の適用について
補助対象となる各事業は、必ず行わなければならないものではありませんが、事業を行っていない場合は、その事業の補助金は交付されません。
また、園の類型（保育園、認定こども園 etc.）により、補助事業ごとに補助適用の有無が異なります。次ページ掲載の補助対象事業の概要の表で、「対象園」という欄をご確認くださいますようお願いいたします。
各事業の補助対象児童について
　補助対象となる児童は、一般入所・入園の児童です。一時預かりの児童、事業所内保育事業所の従業員枠の児童分は含めることができません。
補助金の基準額について
各補助事業の基準額は、年度により、千葉市立保育所の契約額や補助金の予算規模に応じて変動するものがあります。令和７年度についてはこのご案内で示しております基準額をご参照ください。
[image: image1.emf]令和７年度　施設型給付対象施設運営費等改善事業補助金/

地域型保育事業所運営事業補助金

補助対象事業の概要

補助事業名 対象園 内容 補助額の算定方法等

例）保育園、地域型保育事業の場合

保育料

階層

234円

掛金

市条例で定める

保護者負担額

補助

単価

55円

365円

365円

②施設賠償責任

　保険料補助

保育園のみ 被保険者（児童）数

×

74.57円

①日本スポーツ

　振興センター

　共済掛金補助

保育園

認定こども園

給付型幼稚園

小規模保育

事業所内保育

家庭的保育



独立行政法人日

本スポーツ振興セ

ンター共済掛金に

係る法人負担分に

対する補助

事故等により児童

に損害が生じた際

に備え、園が加入

する施設賠償責

任保険の保険料

に対する補助

0円

0円

131円

55円

365円

Ａ階層

Ｂ階層

一般

階層

加入児童数×階層ごとの補助単価

（掛金単価－市条例で定める保護者負担額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝補助単価）

児童の健康診断

を行うために園が

支出する嘱託医・

嘱託歯科医報酬

に対する補助

保育園

認定こども園

③内科・歯科

　健康診断

　費用補助

基準額と実際の経費を比較して少ないほうの額。

（年8回分まで補助）

※認定こども園の1号児童分は対象外。

※一枚当たりの単価は消費税込み。

児童が使用する布

団・毛布の乾燥を

委託する経費に対

する補助

保育園

認定こども園

小規模保育

事業所内保育

（1）内科・歯科健康診断費（定期健診分）

園ごとの基準額－217,120円＝補助額

※基準額については後述



（2）年度途中入園児の入園前健康診断料

上限額×受診児童数＝補助額

※上限額3,480円

月額350円×各年度10月1日の3歳未満児数※

※当該年度の4/1時点で3歳未満児である児童

④寝具乾燥費補助

児童が使用した紙

おむつの処理経費

や布おむつのリー

ス経費等に対する

補助

保育園

認定こども園

小規模保育

事業所内保育

家庭的保育

※３歳未満児が在

籍している場合

⑦使用済み紙お

むつ等処理経費

等補助



⑤緊急通報装置

運用費補助

保育園

認定こども園

給付型幼稚園

小規模保育

事業所内保育

児童・施設の安全

管理に要する委託

経費に対する補助

（児童が在園する

時間帯に稼働して

いる緊急通報装置

の運用費用が対

象）

月額上限6,000円×運用月数

⑥要配慮保育費

補助

小規模保育

事業所内保育

家庭的保育

市が規定する要配

慮児童を保育する

職員を配置する際

の人件費を補助。

要配慮保育にあたる職員の人件費から、給付費（障害児

保育加算）分を差し引いた金額。

※年度当初は０円で申請いただきます。



～補助金交付申請からお支払いまでの流れ～
☆流れ
（年度途中）交付申請→（年度末）変更交付申請＆実績報告→（５月中～下旬）お支払い
☆交付申請
別途送付している依頼文の締め切り日までに交付申請書をご提出していただきます。申請書類にご入力いただく児童数や各補助項目の金額等は、おおよその数字でかまいません。

この申請金額に基づき、幼保運営課で交付決定を行います。年度当初の申請の際は根拠資料等のご提出は必要ありませんが、各補助事業における契約書や請求書、領収書等は年度終了まで大切に保管をお願いいたします。
※申請しない場合や要配慮保育費補助のみ申請予定の場合は、その旨をご連絡いただきますようお願いいたします。

☆変更交付申請・実績報告
当該年度の３月末～翌年度４月初旬を締め切りとして、各補助事業の実施状況に基づき変更交付申請及び、実績報告を行っていただきます。

◇変更交付申請…実際に補助事業を行った結果、年度初めに交付決定した金額と、実際の補助金額が変更となる場合の申請。
◇実績報告…補助事業に支出した金額等を、領収書等の根拠資料を添えて報告すること。この報告により補助金額を確定させます。

　変更交付申請書及び実績報告書、補助金請求書のフォーマットは、年度末に幼保運営課よりメールで送付いたします。

※補助金の算定・交付は園単位で行っておりますので、同一法人が千葉市内で複数園を運営している場合でも、園ごとに申請書等を作成していただく必要があります。
　ご提出いただいた変更交付申請書及び実績報告書、各事業の領収書等をもとに補助金額を変更交付決定・確定させ、当該年度の翌年度５月中旬～下旬に補助金をお振込みする流れとなります。

※補助金のお振込みは、変更交付申請書及び実績報告書の審査を順次行うため、年度終了後ただちに行うことできません。何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
各補助事業・補助額等に関するご説明
１　日本スポーツ振興センター共済掛金補助
対象園：保育園　認定こども園　給付型幼稚園　小規模保育事業　事業所内保育事業
家庭的保育事業
概要：（独）日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」に加入している園へ、共済掛金のうち、園負担分を補助。
当該年度の５月１日時点の児童数による当該年度の掛金と、前年度の追加加入分（前年度の５月２日～３月３１日の間に加入した児童分）の掛金を補助します。
対象児童：市内児童　※管外児童分は当該児童の居住市区町村に請求してください。
※事業所内保育事業所の従業員枠の児童分は補助対象外です。
≪算定方法≫※今年度はR７年度加入・R６年度（前年度）加入ともに同一です。
	掛金の区分
	児童の世帯の
所得階層
	共済掛金
①※
	市条例で定める
保護者負担額
②
	補助単価
①－②

	幼稚園（全児童）
幼保連携型認定こども園（全児童）
幼稚園型認定こども園（1号児童）
	Ａ階層
（生活保護世帯）
	285円/人
	0円/人
	285円/人

	
	Ｂ階層
（市民税非課税世帯）
	
	
	

	
	Ｃ階層以上
	
	131円/人
	154円/人

	保育園
幼稚園型認定こども園（2・3号児童）
保育所型認定こども園（全児童）
地方裁量型認定こども園（全児童）
地域型保育事業
	Ａ階層
（生活保護世帯）
	55円/人
	0円/人
	55円/人

	
	Ｂ階層
（市民税非課税世帯）
	365円/人
	
	365円/人

	
	Ｃ階層以上
	
	131円/人
	234円/人


※共済掛金額は、児童１人あたりの金額に、免責の特約を付けた場合の15円を加算したものです。
※保護者負担額について
・階層は、幼保運営課から送付される給付費試算児童一覧等でご確認いただけます。

・保護者負担額は、Ａ階層・Ｂ階層児童が０円、一般階層児童が１３１円と千葉市日本スポーツ振興センター共済掛金徴収条例に定めておりますが、保護者負担を上記の額以下に設定してもさしつかえありません。ただし、補助上限は条例どおりの保護者負担額を差し引いた額としているため、差額は園の負担となります。
	内容の確認を当初申請時にします。ご提出をお願いします。
・共済掛金を納入した際に金融機関から発行されるご利用明細書や振込依頼書の控え等、掛金を納入したことが確認できる書類。（インターネットバンキングの取引履歴を印刷したものでも可）

・「日本スポーツ振興センター共済掛金支払明細書」の写し（必須）
・「日本スポーツ振興センター災害共済給付名簿更新書」の写し（←新規園の場合はありません）

・「令和６年度追加加入児童生徒等に係る共済掛金の支払について」の写し

　（前年度において、名簿更新後に追加加入児童がいた場合のみ）
※「名簿更新書」および「追加加入児童生徒等に係る共済掛金の支払について」は、「日本スポーツ振興センター共済掛金支払明細書」があれば必須ではありませんが、系列園でまとめて支払っている場合などで、園ごとの人数が分からない場合は、この２点を含め、内訳がわかる挙証資料を求める場合があります。
※事業所内保育事業所は、挙証資料に記載される人数のうち、地域枠児童・従業員枠児童がそれぞれ何人なのか内訳を記載してください。


２　施設賠償責任保険料補助
対象園：保育園のみ
概要：民間保育園が加入している施設賠償責任保険の保険料を補助。 

対象児童：市内児童　※管外児童分は当該児童の居住市区町村に請求してください。
≪算定方法≫　被保険者（児童）数×７４．５７円　（小数点以下は切り捨て）
	実績報告時（年度末）に必要な書類

・保険料の領収書の写し

（払込票兼受領証や金融機関から発行されるご利用明細書、振込依頼書の控え、またはインターネットバンキングの取引履歴を印刷したもの等、保険料を納入したことが確認できる書面でも可）
・加入依頼書、保険証書等の写し
・系列園でまとめて支払っている場合などで、園ごとの人数が分からない場合は、内訳がわかる挙証資料を求める場合があります。（提出時にメモ等で内訳の記載をお願いいたします。）



３　内科・歯科健康診断費用補助
対象園：保育園　認定こども園
概要：嘱託医・嘱託歯科医による「定期健康診断」及び「年度途中入園児の入園前健康診断」にかかる費用に対する補助。
≪算定方法≫
（１）内科・歯科健康診断費（定期健診分）
対象児童：市内児童、管外受託児童
[image: image2.emf]※健康診断にかかった支出額が②

を下回る場合は、補助額は０円

＝ －

①

基準額

②

217,120円

公定価格に含まれる嘱託

医手当額に相当する額

補助上限額

※園ごとに異なる


　①基準額の算定方法について
　　公立の保育所における単価を利用
　　基準額＝内科および歯科の報酬・回数分出勤手当（計255,800円）＋人頭割
　　

　　人頭割：590円×人数（３歳未満児）
　　　　　　400円×人数（３歳以上児）
（２）年度途中入所児の入所前健康診断費
対象児童：市内児童のみ（管外受託児童は対象外）
[image: image3.emf]※上限額3,480円

※入園前健診の単価が上限額以

下の場合は、実際の単価を用い

て算定。

上限額／人

（千葉市立保育所の契約額）

×

年度途中入園

児童数

＝ 補助上限額


	実績報告時（年度末）に必要な書類

嘱託医・嘱託歯科医の報酬を支払った際の領収書の写し

■所得税を源泉徴収している等の都合で、園の支出額と医師の受領額が異なる場合は、その旨も控えておいてください。
■領収書の発行を受けられない場合は、お振込みの際に金融機関から発行されるご利用明細書、振込依頼書の控え、またはインターネットバンキングの取引履歴を印刷したもの等、報酬を支払ったことが確認できる書面でも可。

■年度途中入園児の入園前健康診断料も合算してお支払いした場合は、内訳を控えてください。


４　寝具乾燥費補助
対象園：保育園　認定こども園（１号児童は対象外）　小規模保育事業
事業所内保育事業
概要：児童が使用する敷布団・掛布団・毛布の乾燥を業者等に委託する経費に対する補助。

（年間で乾燥を委託した延べ枚数を計上。年間で８回分まで計上可能。）
対象児童：寝具を使用する市内児童（１号児童は対象外）
          ※管外児童分は、当該児童の居住市区町村に請求してください。
　　　　　※事業所内保育事業所の従業員枠の児童分は補助対象外です。
≪算定方法≫　
（1） 敷布団
[image: image4.emf]

※上限単価を用いて算出した補助額

より実際の支出額の方が少ない場合

は、実際の支出額を補助。

乾燥させた敷布団

の延べ枚数

（年８回分まで）

×

基準単価

１６５円

（千葉市立保育所の契約額）

＝

補助額（上限）


（2） 掛布団
[image: image5.emf]乾燥させた掛布団

の延べ枚数

（年８回分まで）

×

基準単価

９９円

（千葉市立保育所の契約額）

＝

補助額（上限）



※上限単価を用いて算出した補助額

より実際の支出額の方が少ない場合

は、実際の支出額を補助。


（3） 毛布
[image: image6.emf]

※上限単価を用いて算出した補助額

より実際の支出額の方が少ない場合

は、実際の支出額を補助。

乾燥させた毛布

の延べ枚数

（年８回分まで）

×

基準単価

５５円

（千葉市立保育所の契約額）

＝

補助額（上限）


※一枚当たりの単価は消費税込み。
	実績報告時（年度末）に必要な書類

・乾燥費用の領収書の写し
領収書の発行を受けられない場合は、お振込みの際に金融機関から発行されるご利用明細書、振込依頼書の控え、またはインターネットバンキングの取引履歴を印刷したもの等、費用を支払ったことが確認できる書面でも可。
・乾燥させた敷布団・掛布団・毛布それぞれの枚数が記載された請求書等（領収書に記載されている場合は不要）


５　緊急通報装置運用費補助
対象園：保育園　認定こども園　給付型幼稚園　小規模保育事業　事業所内保育事業
概要：園内の安全管理に要する委託経費に対する補助。
児童が在園している時間帯に稼働している場合が対象です。
※職員の退園後や、夜間のみ稼働している緊急通報装置については補助対象外。また、設置時の工事費用等の初期費用も補助対象外となります。
≪算定方法≫　
[image: image7.emf]※保守費用を年額で支払っている場合、年額７２，０００円を上限に補助。

月額上限額６，０００円

×

緊急通報装置

運用月数

＝

補助額


	実績報告時（年度末）に必要な書類

・運用費用の領収書の写し

領収書の発行を受けられない場合は、費用が引き落とされる口座の通帳の写しやインターネットバンキングの取引履歴を印刷したもの等、費用を支払ったことが確認できる書面でも可。

・緊急通報装置の契約書の写し（稼働時間帯が明記されているもの）
・緊急通報装置の設置図面、設置写真
・緊急通報装置運用費補助は、R7年度より本園、分園それぞれに対し補助可能といたします。双方について申請する場合、それぞれの契約内容がわかる挙証資料をご用意ください。



６　要配慮保育費補助

対象園：小規模保育事業　事業所内保育事業　家庭的保育事業
※保育園、認定こども園は、配置基準改善事業補助金に含まれます。
概要：市が規定する要配慮児童を保育する職員を配置する際の人件費を補助。
対象児童：市内児童　※管外児童分は当該児童の居住市区町村に請求してください。
≪算定方法≫　対象児童の受け入れがある場合に、幼保運営課から個別にご案内いたしますが、
　　　　　　　年度当初は0円で申請していただきます。
年度末の実績報告依頼と同時期に、要配慮児が在園している場合に、実際の配置状況等を提出いただき、補助の可否の判断をします。
補助額は、要配慮保育にあたる職員の人件費から、給付費（障害児保育加算）分を差し引いた金額となりますので、実際にかかった人件費や給付費の額によって、園ごとに補助額が異なります。
７　使用済み紙おむつ等処理経費等補助
対象園：保育園　認定こども園　小規模保育事業　事業所内保育事業　家庭的保育事業

※３歳未満児が在園している場合に限る。
概要：児童の使用済み紙おむつを、各園で処理する際に要する費用の補助。
※布おむつのリースを利用する場合や、園で紙おむつを調達していてその経費が分けられない場合も補助対象。
補助要件：各園にて使用済み紙おむつを処理すること。
おむつ処理に係る保護者負担額から補助基準額（令和７年度：月額3５0円）以上の額を減じること。
布おむつのリースを利用する場合や、園で紙おむつを調達していてその経費が分けられない場合は、保護者負担額から補助基準額（令和７年度：月額3５0円）を減じること。
対象：市内児童　※管外児童分は当該児童の居住市区町村に請求してください。
≪算定方法≫
  月額3５0円×各年度10月1日時点の３歳未満児数×月数


施設型給付対象施設運営費等


改善事業補助金


・


地域型保育事業運営事業補助金





交付申請のご案内





【このご案内に関するお問い合わせ先】





千葉市役所こども未来局こども未来部


幼保運営課　助成第１班


TEL 043-245-5729／FAX 043-245-5894


メール


unei-josei@city.chiba.jp（助成第１・第２班）　
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